
医療費の払戻しについて◆◇◆◇◆◇◆ 

県外の医療機関で受診したとき、または受給者証を持

参せず医療費を支払ったときは、払戻しの申請ができます。 

払戻し申請の方法 

○logo フォームによるオンライン申請 

右記 QR コードから 

 

 

○郵送 福祉医療費交付申請書に領収書を添付 

してこども政策課に郵送してください。 

申請書はウェブサイトからダウンロード 

してください。 

○窓口 

宇部市役所 1階 ⑪ 子ども・子育て窓口 

※総合案内で番号札を発券してください 

申請に必要なもの 

・領収書（受診者名・診療日・保険点数・受領額 

発行日・受領者名の記載されたもの） 

・受診者の健康保険情報がわかるものの写し 

 （マイナポータルの資格情報画面・資格確認書等） 

・福祉医療費受給者証 

・母又は父名義（養育者の場合は養育者名義） 

の銀行等の口座番号 

・装具装着証明書（装具の払戻しの場合） 

・弱視等治療用眼鏡等作成指示書 

（治療用眼鏡の払戻しの場合） 

・保険者（健康保険組合等）が発行する療養費支給

決定通知書（装具・治療用眼鏡の払戻しの場合） 

交付申請について◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

配偶者との離別や死別等により新たに受給資格が

生じた場合、ひとり親家庭医療費助成制度を受給

するには、福祉医療費受給者証交付申請書の提出

が必要です。 

※ 受給者証交付申請時は、母又は父及び児童が 

配偶者の扶養を離れていることを確認するため

に、健康保険情報を確認します。 

 

 

申請の場所 

宇部市役所 1階 ⑪ 子ども・子育て窓口 

※総合案内で番号札を発券してください 

 

 

申請に必要な書類等 

○母又は父及び児童の健康保険情報が確認でき 

  るものの写し 

 (マイナポータルの資格情報画面・資格確認書等) 

○母又は父の市民税額が確認できるもの 

（8月から 12月の申請は当該年度分、1月から 7月
の申請は前年度分） 

（例）所得課税証明書（課税標準額の記載があるもの） 
市民税・県民税特別徴収税額の通知書等  
※マイナンバーによる所得照会により省略できる場合
があります。 
（マイナンバーカード又は通知カード等が必要です。） 
 

〇その他状況に応じて追加書類が必要になる場合 

  があります。 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

この制度は、ひとり親家庭等の 

母子又は父子の保健の向上に寄与し 

生活の安定と福祉の増進を図るため 

    医療費の自己負担分を 

     助成する制度です。 

 

 

宇  部  市 

R８.2 

お問い合わせ先 

宇部市役所 １階 ⑪ 子ども・子育て窓口 

こども政策課 手当・医療係 

TEL （0 8 3 6 ）3 4 - 8 3 3 2 

FAX （0 8 3 6 ）2 2 - 6 0 5 1 

〒755-8601 宇部市常盤町一丁目 7番 1号 

宇部市 ひとり親家庭医療 



ひとり親家庭医療費助成制度とは 

助成の 

対象 

宇部市内に居住地を有し、健康保険に加入

している方で、 

〇 18歳に達する日以後最初の３月３１日ま

での間にある児童を養育するひとり親

家庭等の母又は父及び当該児童 

〇 18歳に達する日以後最初の３月３１日ま

での間にある父母のない児童 

※ 生活保護を受けている、又は児童福祉

施設に入所し、国等の負担による医療を

受けることができる方は除きます。 

※ １８歳の年度末を過ぎても、定時制高校

や通信制高校に在学中の場合は、延長

受給を申請できる場合がありますので、

お問い合わせください。 

助成の 

制限 

母又は父、児童及び扶養義務者の全員が

市区町村民税所得割非課税であること。 

 

 扶養義務者とは 

住民票の世帯上ではなく、実際に児童と

同居している親族のうち、児童の直系親

族及び兄弟姉妹 

※ 年少扶養親族（１６歳未満の扶養親族）

1 人につき、課税額から 19,800 円を控

除して判断します。 

※ １６歳以上１９歳未満の扶養親族 1人に

つき課税額から7,200円を控除して判断

します。 

※ 所得制限は、毎年８月に見直しをします

ので、所得制限を超えていて前年度受給

できなかった方はお問い合わせください。 

 

 

 

 

助成の 

方法 

福祉医療費受給者証を交付します。 

県内の医療機関で受診するときは、

マイナ保険証または資格確認書と一

緒に医療機関の窓口に提示してくだ

さい。 

助成の 

範囲 

健康保険が適用される医療費の自

己負担分（入院時の食事療養費等

は除く）を助成します。 

有効 

期間 

毎年８月１日から翌年７月３１日まで 

※ 助成の開始日は、申請した日の

属する月の初日から（離別や死別等

の事由日が月の途中の場合は、事

由日から） 

 

適正な受診のお願い◆◇◆◇◆◇ 

この制度を支える財源は、みなさまの税でまかなわれ

ています。 

○ かかりつけ医を持ちましょう 

○ 健診、予防接種を受けましょう 

○ 休日夜間のお子様の急病時、病院に行ったほ 

うが良いか判断に迷ったら、子ども医療電話 

相談（＃8000）をご利用ください 

○ ジェネリック医薬品を選びましょう 

○ 学校や保育園・幼稚園の管理下で起こったけ

がなどで、（財）日本スポーツ振興センターの

災害共済給付の対象となる場合は、助成の対

象外となります。 

届け出について◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

福祉医療費助成（ひとり親家庭）受給中は、 

次のような届け出等が必要です。 

交付 

申請書 

配偶者との離別や死別等により新たに受

給資格が生じたとき 

変更届 
氏名が変わったとき 

宇部市内で住所が変わったとき 

加入する健康保険が変わったとき 

資格 

喪失届 

婚姻することになったとき 

転出することになったとき 

生活保護を受けることになったとき 

他の福祉医療費助成制度を受けることに 

なったとき等、受給資格がなくなったとき 

再交付

申請書 
受給者証を紛失したとき 

更新 

申請書 

毎年６月に提出が必要です。 

ひとり親家庭医療費助成を引き続き受け

ることができるかどうかを確認するための

ものです。 

提出しないと受給資格がなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


